
「年金委員」関係法令 

 

厚生年金保険法 －抜粋－ 

第７９条 政府等は、厚生年金保険事業の円滑な実施を図るため、厚生年金保険に関し、次に掲げる

事業を行うことができる。 

 一 教育及び広報を行うこと。 

 二 被保険者、受給権者その他の関係者（以下この条及び第 100 条の３の２第１項において「被保険

者等」という。）に対し、相談その他の援助を行うこと。 

 三 被保険者等に対し、被保険者等が行う手続に関する情報その他の被保険者等の利便の向上に資

する情報を提供すること。 

２ 政府等は、厚生年金保険事業の実施に必要な事務（国民年金法第９４条の２第１項及び第２項の

規定による基礎年金拠出金（以下「基礎年金拠出金」という。）の負担及び納付に伴う事務を含む。）

を円滑に処理し、被保険者等の利便の向上に資するため、電子情報処理組織の運用を行うものとす

る。 

３ 政府は、第１項各号に掲げる事業及び前項に規定する運用の全部又は一部を日本年金機構（以

下「機構」という。）に行わせることができる。 

 

 

国民年金法 －抜粋－ 

第７４条 政府は、国民年金事業の円滑な実施を図るため、国民年金に関し、次に掲げる事業を行う

ことができる。 

 一 教育及び広報を行うこと。 

 二 被保険者、受給権者その他の関係者（以下この条において「被保険者等」という。）に対し、相談そ

の他の援助を行うこと。 

 三 被保険者等に対し、被保険者等が行う手続に関する情報その他の被保険者等の利便の向上に資

する情報を提供すること。 

２ 政府は、国民年金事業の実施に必要な事務を円滑に処理し、被保険者等の利便の向上に資する

ため、電子情報処理組織の運用を行うものとする。 

３ 政府は、第１項各号に掲げる事業及び前項に規定する運用の全部又は一部を日本年金機構（以

下「機構」という。）に行わせることができる。 

 

 

 

 



日本年金機構法 －抜粋－ 

（年金委員） 

第３０条 厚生労働大臣は、社会的信望があり、かつ、政府管掌年金事業の適正な運営について理

解と熱意を有する者として機構が推薦する者のうちから、年金委員を委嘱することができる。 

２ 年金委員は、厚生労働大臣及び機構による政府管掌年金事業の運営に協力して、政府管掌年金

事業に関する国民の理解を高めるための啓発を行い、並びに政府管掌年金事業に関する事項につき

被保険者又は受給権者からの相談に応じ、及びこれらの者に対する助言その他の活動を行う。 

３ 厚生年金保険の適用事業所の事業主は、機構に対し、当該事業所に使用される者の中から、年金

委員にふさわしい者を推薦することができる。 

４ 年金委員は、その職務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。年金委員でなくなった後に

おいても、同様とする。 

５ 年金委員は、その職務に関して、国から報酬を受けない。 

６ 年金委員は、国の予算の範囲内において、その職務を遂行するために要する費用の支給を受けるこ

とができる。 

７ 前各項に定めるもののほか、年金委員に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 

 

日本年金機構の業務運営に関する省令 －抜粋－ 

（年金委員の推薦） 

第４条 法第３０条第１項の規定による年金委員の推薦は、機構が年金委員候補者名簿を作成し、厚

生労働大臣に提出して行うものとする。 


